
NEWS RELEASE         国土交通省 神戸運輸監理部 

 

 

船員の最低賃金を引き上げます 

～４月２６日から、３業種について改正～ 
 

 

 

  

最低賃金は、最低賃金法に基づき決定していますが、船員の最低賃金は、海上労働の特殊性等を

考慮して陸上勤務者の最低賃金とは別に定めており、国土交通省が所管しています。そのため、国

土交通大臣権限に係る最低賃金改正は交通政策審議会、地方運輸局長権限に係る最低賃金改正は地

方交通審議会に諮問され、当該審議会からの答申を受けて改正します。 

 神戸運輸監理部長は、近畿地方交通審議会から「神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金」、

「神戸海上旅客運送業最低賃金」及び「神戸漁業（沖合底びき網）最低賃金」の答申を受け、答申

どおり改正することを以下のとおり決定しました。 

 

神戸運輸監理部長権限に係る船員の特定最低賃金改正【発効年月日：令和８年４月２６日(日)】 

※適用に関する詳細については、別紙をご参照ください。 

 

 

業種 職種等 
最低賃金月額 

(改正前) 

最低賃金月額 

(改正後) 
引き上げ額 増加率 

神戸内航鋼船 
運航業及び 
木船運航業※ 

職員 269,650円 280,650円 +11,000円 +4.08% 

若年職員※ 253,200円 264,200円 +11,000円 +4.34% 

はしけ長 269,650円 280,650円 +11,000円 +4.08% 

部員 211,100円 222,100円 +11,000円 +5.21% 

部員 
(海上経歴 
３年未満) 

201,800円 212,800円 +11,000円 +5.45% 

神戸海上 
旅客運送業※ 

職員 264,800円 275,300円 +10,500円 +3.97% 

部員 203,400円 213,400円 +10,000円 +4.92% 

神戸漁業 
(沖合底びき網) 

１人歩船員
※ 225,600円 236,600円 +11,000円 +4.88% 

配布先  問い合わせ先 

神戸海運記者クラブ 

 

 

神戸運輸監理部 海事振興部 船員労政課 

担当：武津、栗山 

電話：０７８－３２１－３１４９（直通） 

神戸運輸監理部は、管内の３業種（内航鋼船運航業及び木船運航業、海上旅客運送業、

沖合底びき網漁業）の船員の最低賃金を改正し、令和８年４月２６日(日)から発効します。 

令和８年３月２７日資料配布 

１４：００発表 こうべぇ 



別 紙 

 

1.適用地域 

 神戸運輸監理部の管轄区域 

 

2.適用する使用者 

 神戸運輸監理部の管轄区域内に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する船舶所有者 

 

3.適用する船舶・船員の範囲 

(1)神戸内航鋼船運航業及び木船運航業 

   国内各港のみを航海する船舶のうち、平水区域を航行区域とする鋼船、沿海区域を航行区域 

  とする総トン数１００トン未満の鋼船、鋼製はしけ及び木船に乗り組む者 

 

(2)神戸海上旅客運送業 

  旅客運送に供する船舶のうち、平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする 

  総トン数１００トン未満の船舶及び総トン数１００トン以上の船舶でその航行区域が平水区 

  域から当該船舶の最強速力で２時間以内に往復できる区域に限定されている船舶に乗り組む 

  者 

 

(3)神戸漁業(沖合底びき網) 

   沖合底びき網漁業に供する総トン数１５トン以上の船舶に乗り組む者 

 

・若年職員 

  船舶職員養成施設のうち、特定の養成施設の課程を修了した後の勤務期間が、当該課程ごと

に定める期間に満たない者 

 

・一人歩船員 

  雇入契約において、報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に 

あたって基準となる配分単位１単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員 


